
記 載 例様 式 第 ９

特 定 建 設 作 業 実 施 届 出 書
○ ○ 年 △ △ 月 □ □ 日

（ あ て 先 ） 八 戸 市 長

届 出 者 株 式 会 社○ ×

八 戸 市 内 丸 １ － １ － １氏名又は名称及び住所並びに法人

,にあっては、その代表者の氏名 取 締 役 社 長 八 戸 太 郎

電 話 番 号 0178(43)2111

特 定 建 設 作 業 を 実 施 す る の で 、 振 動 規 制 法 第 １ ４ 条 第 １ 項 (第 ２ 項 )の 規 定 に よ り 、 次 の

と お り 届 け 出 ま す 。

建 設 工 事 の 名 称 八 戸 市 庁 新 築 工 事

建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 八 戸 市 庁

特 定 建 設 作 業 の 種 類 削 岩 機 を 使 用 す る 作 業

油 圧 ブ レ ー カ ー Ｐ Ｃ ２ ０ ０ Ｌ Ｃ － ５特定建設作業に使用される騒音規制法施行令

Ｏ Ｋ Ａ Ｄ Ａ Ｏ Ｕ Ｂ ３ １ ８別表第２に規定する機械の名称、型式及び仕様

特 定 建 設 作 業 の 場 所 八 戸 市 内 丸 １ － １ － １

自 １ ２ 年 １ ２ 月 １ ２ 日
特 定 建 設 作 業 の 実 施 の 期 間 ８ 日 間

至 １ ２ 年 １ ２ 月 ２ １ 日

作 業 開 始 作 業 終 了 作 業 日 実 働 時 間

特 定 建 設 作 業 の 開 始 及 び 終 自 ８ 時 至 １ ７ 時 日 ・ 祝 除 く ８ 時 間

了 の 時 刻

騒 音 の 防 止 の 方 法 フ ル ス ロ ッ ト ル で の 作 業 を し な い

発注者の氏名又は名称及び住所並び 八 戸 市 内 丸 １ － １ － １
株 式 会 社○ ×

に法人にあってはその代表者の氏名 取 締 役 社 長 八 戸 太 郎 電 話 番 号 0178(43)2111

届 出 者 の 現 場 責 任 者 の 氏 名 八 戸 市 内 丸 １ － １ － １
株 式 会 社○ ×

及 び 連 絡 場 所 現 場 責 任 者 八 戸 一 男 電 話 番 号 0178(43)2111

○ △ □下請負人が特定建設作業を実施 八 戸 市 内 丸 － －

する場合は、当該下請負人の氏 株 式 会 社× ×

名又は名称及び住所並びに法人 代 表 蕪 島 二 郎 電 話 番 号 0178(00)0000

に あ っ て は そ の 代 表 者 の 氏

名

○ △ □下請負人が特定建設作業を実施 八 戸 市 内 丸 － －

する場合は、当該下請負人の現 株 式 会 社× ×

場 責 任 者 の 氏 名 及 び 連 絡 場 現 場 責 任 者 種 差 一 電 話 番 号 0178(00)0000

所

＊ 受 理 年 月 日

＊ 審 査 結 果

備 考 １ こ の 届 出 書 は 、 振 動 規 制 法 施 行 令 別 表 第 ２ に 掲 げ る 特 定 建 設 作 業 の 種 類 ご と に 提 出 す る こ と 。
２ 特 定 建 設 作 業 の 種 類 の 欄 に は 、 振 動 規 制 法 施 行 令 別 表 第 ２ に 掲 げ る 作 業 の 種 類 を 記 載 す る こ と 。
３ 特 定 建 設 作 業 の 実 施 の 期 間 の 欄 に は 、 そ の 期 間 中 作 業 を し な い こ と と し て い る 日 が あ る 場 合 は 、 作 業

を し な い 日 を 明 示 す る こ と 。
４ 特 定 建 設 作 業 の 開 始 及 び 終 了 の 時 刻 の 欄 の 記 載 に あ た っ て は 、 作 業 の 開 始 時 刻 及 び 終 了 時 刻 並 び に 実

働 時 間 が 同 じ で あ る 日 ご と に ま と め て さ し つ か え な い 。
５ ＊ 印 の 欄 に は 、 記 載 し な い こ と 。
６ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ ４ と す る こ と 。
７ 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は そ の 代 表 者 の 氏 名 ） を 記 載 し 、 押 印 す る こ と に 代 え て 、 本 人 （ 法 人 に あ っ て は

そ の 代 表 者 ） が 署 名 す る こ と が で き る 。




